
Title ソピェート・ロシヤに於ける国語教育

Author(s) 松川, 秀郎

Citation 語文. 1954, 11, p. 34-40

Version Type VoR

URL https://hdl.handle.net/11094/68450

rights

Note

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKAThe University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

The University of Osaka



ソ
ビ
ニ
ト
●
ロ
シ
ヤ
に
於
け
る
　
国
　
五
”
〓教
　
育

松

‥

ノ

一Ｆ
シ
ヤ
に
於
て
、
国
語
教
育
が
組
織
的
に
行
は
れ
る
様
に
な
っ
た
の
は
十

九
世
紀
め
半
ば
過
ぎ
か
ら
で
あ
る
。
つ
〓
り
、
此
の
頃
に
到
っ
て
、
ロ
ツ
ヤ

に
資
本
主
義
が
成
立
し
、
中
産
階
級
が
強
力
に
な
り
、
農
奴
制
度
が
法
的
に

廃
止
さ
れ
、
国
民
初
等
教
育
が
必
要
と
な
り
、
学
制
が
旅
行
せ
ら
れ
た
の
で

あ
っ
た
ｏ
そ
れ
ま
で
は
、　
ロ
シ
ヤ
の
近
代
国
家
建
設
が
進
行
し
た
十
七
世
紀

半
ば
に
既
に
大
学
が
設
立
せ
ら
れ
・た
の
で
あ
ら
が
ら
、
学
校
之
云
蓄
組
織
に

依
る
教
育
組
織
が
知
ら
れ
て
み
た
の
に
は
違
ひ
な
い
が
、
ロ
ツ
ャ
近
代
他
の

恩
人
と
日
せ
ら
れ
て
ゐ
る
ピ
ョ
ー
ト
ル
大
帝
で
す
ら
余
り
に
性
急
な
近
代
化

移
行
の
功
利
主
義
的
政
治
の
為
に
職
業
教
育
を
行
ふ
数
種
の
学
校
し
か
設
立

し
て
居
ら
ず
、
又
十
八
世
紀
の

′
中
頃
に
は
、
国
民
初
等
教
育
の
実
施
が
試
み

ら
れ
た
に
抱
ら
ず
、
農
奴
制
度
の
成
文
化
２

七
八
五
年
）
に
伴
ひ
貴
族
が
特

権
階
級
化
し
、
彼
等
の
子
弟
は
家
庭
で
教
育
さ
れ
る
様
に
な
っ
た
の
で
、　
一

般
の
初
等
教
育
は
殆
ん
ど
顧
慮
さ
れ
な
か
っ
た
。
然
し
、
国
家
の
此
の
様
な

初
等
数
育
に
対
す
る
袷
淡
さ
に
も
拘
ら
ず
、
キ
小
屋
式
の
憎
偶
の
経
営
に
な

る
初
等
教
育
の
学
校
が
十
七
世
紀
頃
か
ら
存
し
て
ゐ
た
と
云
は
れ
て
ゐ
る
の

で
、
ロ
イ
ヤ
に
於
け
る
初
等
、
中
等
学
校
の
国
語
教
育
の
起
原
も
此
処
ら
あ

た
り
に
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
。

十
七
世
紀
―
十
八
世
紀
の
寺
小
屋
式
の
学
校
で
は
そ
の
組
織
は
進
級
制
で

は
な
ぐ
課
業
に
依
っ
て
、
■

‐宇
つ
初
歩
鷲
読
孝
書
き
を
教
べ
る
洋
級
、
祈
薦

一書
を
教
へ
る
学
級
、
詩
篇
を
教
全
る
学
級
、
算
術
を
教
へ
る
学
級
に
分
か
た

れ
て
あ
た
。
即
ち
、
此
処
で
は
原
始
的
な
意
味
で
で
は
あ
る
が
、
国
語
教
育

が
菅
位
を
占
め
て
ゐ
た
。
然
し
、
各
部
門
の
国
語
の
授
業
、
読
み
書
き
、
詩

鷺
及
び
祈
糠
書
を
以
て
す
る
読
み
方
等
も
実
は
祈
藤
書
唯
ヽ
一
つ
を
教
科
書

と
し
て
行
は
れ
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

十
八
世
紀
の
半
ば
、
エ
カ
テ
リ
ー
ナ
ニ
世
は
憲
法
制
定
委
員
会
等
と
共
に

設
置
さ
れ
た
学
校
制
度
設
立
委
員
会
に
命
じ
て
学
制
を
作
ら
し
め
て
ゐ
た
が
、

こ
の
委
員
会
は
一
七
八
六
年
に
到
っ
て
漸
く
国
民
初
等
教
育
の
制
度
を
答
申

し
た
。
尤
も
、
八
〇
年
代
に
は
既
に
ニ
カ
テ
リ
ー
ナ
女
帝
自
身
が
反
動
化
し

て
居
り
、
左
経
熱
心
に
学
校
段
立
の
面
倒
は
見
■
か
っ
た
の
で
、　
一
八
〇
〇

年
に
到
っ
て
も
、
設
立
さ
れ
た
国
民
初
等
学
校
は
全
国
で
僅
か
に
三
一
五
校
、
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一
九
、
九

一
五
名
の
生
徒
を
収
容
し
得
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
然
し
、
あ
ら

ゆ
る
文
化
現
象
を
宗
教
の
手
か
ら
国
家
に
収
め
や
う
と
す
る
こ
の
時
代
の
動

き
の
現
は
れ
で
、
こ
の
委
員
会
か
ら

「人
及
び
市
民
と
し
と
の
務
め
」
と
云

ふ
本
が
出
さ
れ
た
。
　
こ
の
本
は
そ
の
名
称
の
示
す
通
り
倫
理
的
内
容

の
も

の
で
、
生
徒
の
暗
記ヽ
を
強
要
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
唯

一
の
国
定
教
科
書
と

し
て
、
国
語
の
授
業
に
も
利
用
せ
ら
れ
、　
一
八
二
八
年
ま
で
広
く
学
校
に
於

て
利
用
せ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
上
級
学
年
で
は
こ
の
本

は
利
用
せ
ら
れ
て
ゐ

な
い
。
上
級
学
年
の
授
業
は
主
と
し
て
修
辞
学
で
、
始
め
ラ
デ
ィ
語
で
教

ヘ

ら
れ
て
ゐ
た
の
を
、
十
八
世
紀
の
終
り
頃
に
は
当
時
盛
ん
に
醸
訳
せ
ら
れ
た

一西
欧
の
古
典
作
家
の
作．
品
の
誓
千
を
利
用
す
る
様
に
な
り
、
叉
＋
九
世
紀
に

は
、
十
八
世
紀
後
半
０
ロ
シ
ヤ
文
学
の
隆
盛
に
依

っ
て
西
欧
作
家
の
作
品
の

一観
訳
と
共
に
ロ
シ
ヤ
人
作
家
の
作
品
を
取
り
入
れ
る
事
が
可
能
と
な
ら
た
。

一而
し
て
十
九
世
紀
の
第

一
四
半
期
も
過
ぎ
る
頃
に
な

っ
て
、
始
め
て
か
う
云

ら
た
文
学
作
品
を
修
辞
学
と
し
て
教

へ
る
の
で
は
な
く
、
国
文
及
至
は
文
学

と
し
て
一教

へ
る
様
に
な

っ
た
。
又
十
八
世
紀
の
中
頃
ヴ
〓
Ｊ
、
イ
、　
ロ
モ
ノ

ナ

ソ
フ
（
一
七

一
一
Ｆ

一
七
六
五
）
が
ロ
シ
ヤ
諄
法
の
諭
争
に
加
は
り
つ
ゝ
、、

三
ジ
ヤ
語
を
研
究
し
初
め
て
ロ
ツ
ヤ
文
法
（
一
八
五
五
年
）
を
書
い
た
事
に
依

ら
て
，学
校
で
の
国
丈
法

の
授
業
が
出
来
る
様
に
な

っ
た
∝
然
し
彼
の
文
法
‥書

・は
初
等
の
学
校
で
利
用
す
る
に
は
余
り
に
程
度
が
高
す
ぎ
た
の
で
、
之
を
簡

略
化
し
教
科
書
用
に
編
纂
さ
れ
た
も
の
が
種

々
あ
ら
は
れ
た
。
中
で
も

一
八

三

一
年
に
出
版
さ
れ
た
ア
、　
ハ
、
ボ
ス
ト
コ
フ
の

「初
等
簡
易

ロ
シ
ヤ
語
文

法
」
は
最
も
有
名
で
あ
る
。
之
を
要
す
る
に
、
十
九
世
紀
初
め
頃
ま
で
は
国

語
教
育
は
初
等
の
読
み
書
き
、
読
本
、
作
文
、
文
法
、
文
学
読
本
等
各
部
潤

毎
に
朝

々
の
課
業
と
し
て
考

ヽ
ら
れ
、
又
相
関
聯
す
る
こ
と
も
な
く
授
業
さ

れ
て
る
た
と
考

へ
ら
れ
る
。
然
し
一
そ

の
後
、
次
第

に
之
等

の
従
来
別

々
に

考

へ
ら
れ
て
来
た
課
業
を
国
語
国
文
と
云
ふ
名
称

の
下
に
統

一
し
て
考

へ
、

叉
統

一
的

に
授
業
を
行
は
う
と
す
る
傾
向
が
、
県
立
、
県
立

の
初
等
学
校

の

幾
度
か
の
教
科
日
、
授
業
計
画
改
訂
を
経
て
現
れ
て
来
た
。

此

の
様
な
傾
向

の
最
初

の
理
論
家
は

エ
ス
、
イ
、
ブ

ス
ラ
ー

エ
フ

（
一
人

一
八
―
九
七
）
で
あ
る
。
彼

は

一
人
四
四
年

に

「国
語

の
授
業

に
つ
い
て
」

と
云
ふ
二
巻
よ
り
な
る
本
を
著
し
て
ゐ
る
が
ヽ
と
を
若
千
簡
略
に
し
た

一
巻

よ
り
な
る

一
八
六
七
年

の
版

は
後
に
永
ら
く

，
シ
ヤ
国
語
教
育

の
方
法
論

と

し
て
権
威
を
保

っ
て
ゐ
た
。
Ｌ

の
本

は
主
と
し
て
国
語

の
初
歩
的
な
教
育

の

極
業

の
方
法
及
び
、
一文
法

の
授
業

の
方
法
に

つ
い
て
説

い
た
も

の
で
あ
る
。

叉
支
学
作
品
を
統

一
的
な
国
語
教
育

の
中

に
取
り
入
れ
る
為

の
方
法
論
を
打

建

て
た
の
は
、

ベ
ヤ
、

ス
タ

ユ
‥

ニ
ン
２

八
二
六
―
八
八
）
で
自
著

「
ロ
シ

ヤ
文
学

の
授
業

に
つ
い
て
」
（
一
八
六
四
年
）
及
び

「
ロ
シ
ヤ
文
学

の
理
論
的

研
究

の
た
め
の
指
針
」

に
於

て
之
を
説

い
て
ゐ
る
。
然
し
、
国
語
教
育

の
既

述

の
如
き
統

一
性
を
も
た
せ
る
の
に
最
も
大
き
な
功
績

の
あ

っ
た
の
は
ア
、

デ
、
ウ
ジ

ン
ス
キ
イ

（
一
八
二
六
―
七
〇
）
で
あ

っ
た
。
ウ
シ
ン
ス
キ
イ
は

字
母
を
逐
次
競
べ
て
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ツ
ト
の
読
み
方
を
教

へ
て
文
字

の
初
歩

的
教
育
を
す
る
代
り
に
綴
字
法
的
方
法
即
ち
、
単
語

で
教

へ
て
行
く
方
法
を

と
な

へ
、

（
之
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
ウ
シ
ン
ス
キ
イ
が
最
初
で
は
な
く
既

に
パ
フ
リ
ン
ソ
ン
が
説

い
て
ゐ
る
）
、　
叉
読
む
こ
と
と
書
ぐ
こ
と
の

同
時
的

な
教
授
法
を
強
調
し
た
。
即
ち
、
彼

は
国
語
教
授
法
を
説

い
た
自
著
「
国
語
」

丁
部
―

二
部
、

「神

の
世
界
」

一
部
―

二
部
に
於
て
教
訓
的
な
物
語
り
を
教

師
が
折

に
あ
れ

て
撲
択
し
て
国
語

の
教
材
に
利
用
す
る
様
な
や
り
方

の
代
り

に
周
到
に
用
意
さ
れ
た
計
画

に
基

い
て
、
生
徒
達
を
四
囲
の
世
界

に
親
ま
せ



て
、や
る
様
な
教
材
を
国
語

の
教
材
と
し
て
導
入
す
る
事
を
主
張
し
た
。
彼

の

著

「
国
語
」
は

一
九

一
七
年
迄

に
百
版
を
重
ね
、　
ロ
シ
ヤ
に
於
け
る
初
等
、

申
等
学
校
、　
特

に
小
学
校

の

国
語
教
科
書

の
組
織

に
大
き
な

力
を
及
ぼ
し

た
。」言

を
奥

へ
て
云

へ
ば
、
ウ

ン
ツ
ス
キ
イ
の
国
語
教
育
の
理
論

は
国
語
教
育

を
社
会
教
育

の
場
に
引
き
出
し
た
事
を
意
味
し
て
み
る
が
、　
一
人
六

一
年

の

農
奴
解
決
、　
六
四
年

の‐

「
国
民
初
等
学
校
令
」

「
中
等
学
校
令
」
等

の
施
行

せ
ら
れ
た
後
、
七
〇
年
代

に
再
び
政
府
が
革
命
運
動

の
拾
頭

に
依

っ
て
反
動

化
し
、
革
命
家
達
が
農
村
に
於
て
事
を
起
さ
ん
と
し
て
、
所
謂

「
民
衆

の
中

へ
」

の
こ
動
を
起
す
様
な
社
会

の
下

に
あ

っ
て
、
彼

の
理
論

は
大

い
に
悦
ば

れ
た
。

珊
ぢ
ウ

シ
ン
ス
キ
イ
の
理
論

は

ニ
メ
、
ア
、

コ
ル
フ
に
依

っ
て
受
継

が
れ
、
農
村

の
小
学
校

に
於
け
る
国
語
教
育

の
理
論
と
し
て
発
展
さ
せ
ら
れ

た
ｏ一
コ
ル
フ
は
生
徒

の
知
識
や
個
人
的
な
観
察

の
表
現
と
し
て
作
文
に
大
な

る
注
意
を
払
ひ
、
部
分
的

に
も
注
目
す
べ
き
教
授
法
を
研
究
し
て
ゐ
る
。
又

此

の
当
時
、
「
戦
争
と
平
和
」
「
ア
ン
ナ

・
ガ

レ
ニ
ナ
」
等

の
作
者

と
し
て
有

名
な
文
豪

ト
ル
ス
ト
イ
も
後
半
生
は
民
衆

の
教
育
に
熱
心
で
、
自
己
の
領
地

に
自
営

の
小
学
校
を
経
営
し
た
事

は
衆
知

の
処
で
あ
る
が
、
彼
も
亦

ロ
シ
ヤ

国
語
教
育
に
、
そ

の
計
画

に
つ
い
て
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
、
彼

の
著
し
た

四
巻
よ
り
な
る
国
語
教
科
書
及
び

「新
読
本
」
は
後

の
種

々
な
国
語
教
科
書

の
中

に
部
分
的

に
取
り
入
れ
ら
れ
、
今
日
ソ
ビ

ェ
ー
ト
の
国
語
教
科
書

の
中

に
さ
え
処

々
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
ゐ
る
の
が
見
ら
れ
る
。
更

に
八
十
年
代
に

於
て
、
ウ
シ
ン
ス
キ
イ
、

フ
ル
ク
、
部
分
的

に
は
ト
ル
ス
ト
イ
の
流
れ
を
受

け
継

い
で
、
国
語
教
育
を
通
し
て
当
時

の
有
名
な
反
動
時
代
を
も
た
ら
し
た

政
府
と
闘

っ
た
国
語
教
育

の
理
論
家
は

エ
フ
、
プ

ナ
ロ
ブ
、
デ
、
チ
ホ
ミ
ー

ノ
フ
、

ェ
リ
、
ポ
リ
ン
ー
ノ
フ
等
で
あ
る
。

し
か
し
、
此
の
様
な
国
語
教
育
の
民
主
的
革
命
的
な
傾
向
に
対
し
て
七
〇

年
代
、
八
０
年
代
の
政
府
が
傍
観
し
て
ゐ
る
筈
は
な
か
っ
た
。
政
府
は
十
七

―
十
八
世
紀
の
寺
小
屋
式
初
等
教
育
の
流
れ
を
汲
む
教
会
の
管
轄
す
る
教
区

附
属
小
学
校
を
奨
励
普
及
せ
し
め
、
国
語
教
育
を
社
会
教
育
の
場
か
ら
再
び

音
の
宗
教
の
場
へ
も
ど
さ
ん
と
し
た
。
か
く
し
て
教
区
附
属
小
学
校
は
一
人

八
四
年
に
は
五
、
五
一
七
校
で
あ
っ
た
も
の
が
、　
一
九
〇
四
年
に
驚
実
に
四

二
、
六
九
六
校
に
増
加
し
、
全
体
の
小
学
校
数
の
四
十
六
バ
ー
セ
ン
一
に
達

し
た
。
更
に
政
府
は
ウ
シ
ン
ス
キ
イ
の
後
継
者
達
を
学
校
教
育
の
実
際
面
か

ら
追
放
し
、
彼
の
理
論
に
基
い
た
国
語
教
科
書
の
代
り
に
宗
教
的
敬
虔
主
義

を
と
り
入
れ
た
国
定
教
科
書
（゙
ハ
ナ
ノ
フ
の
著
に
な
る
も
の
ヽ
如
き
）を
強
制

的
に
使
用
せ
し
め
た
。
政
府
の
斯
様
の
干
渉
に
対
し
、
国
語
教
師
の
進
歩
的

な
人
々
は
訓
読
の
粋
を
拡
大
す
る
教
授
法
を
以
て
之
に
反
抗
し
た
が
、
此
の

様
な
教
授
資
の
理
論
家
と
し
て
知
ら
れ
て
ゐ
る
の
は
べ
、
ペ
ペ
、
ヮ
フ
テ
ノ

ー
フ
（彼
は
多
く
の
教
科
書
と
教
授
法
に
関
す
る
著
作
が
あ
る
）、
べ
、
フ
レ

ロ
ア
、
エ
ヌ
、
ツ
ル
ポ
フ
、
ぺ
、
シ
ェ
ス
タ
ー
コ
フ
、
イ
、
ゴ
ル
ブ
ー
ノ
フ

ー
ボ
サ
ド
フ
等
で
あ
る
。
而
し
て
、　
一
九
〇
五
年
間
の
革
命
前
後
に
は
再
び

民
主
的
な
国
語
教
育
が
隆
盛
に
向
ふ
か
に
見
え
た
が
、
中
等
学
校
の
教
科
書

の
中
へ
八
十
年
代
に
は
禁
ぜ
ら
れ
て
ゐ
た
十
九
世
紀
後
半
の
作
家
の
作
品
を

教
材
と
し
て
取
り
入
れ
％
の
に
成
功
し
た
程
度
で
、
あ
ら
ゆ
る
国
語
教
育
の

新
し
い
試
み
、
ウ
ン
ン
ス
キ
イ
ー
、
コ
ル
フ
等
の
国
語
教
育
理
論
の
発
展
は

政
府
に
依
っ
て
抑
圧
せ
ら
れ
、
そ
れ
ら
は
部
分
的
に
一
九
一
七
年
社
会
主
壌

大
革
命
の
ゝ
ち
ソ
ビ
ニ
ト
政
府
に
依
っ
て
制
め
て
実
施
に
移
さ
れ
た
の
で
あ

っ
た
。



帝
柵
ロ
シ
ヤ
を
打
倒
し
て
政
．権‐
を
確
立
し
た
ソ
ビ
ュ
ー
ト
喫
府
の
国
民
初

等
教
育
、
部
分
的
に
は
国
語
教
育
は
、
帝
制
ロ
シ
ヤ
の
政
府
の
余
り
に
も
貧

弱
な
教
育
、
国
語
教
育
施
政
を
見
て
来
た
今
で
は
一
応
そ
の
成
果
に
剤
目
さ

せ
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。
中
央
集
権
的
独
裁
力
の
強
い
ソ
ビ
ェ
ー
ト
で
は
国

語
教
育
も
亦
、
他
の
凡
ゆ
る
施
政
と
同
様
に
共
産
党
及
び
教
府
の
指
令
に
依

っ
て
決
せ
ら
れ
、
批
判
せ
ら
れ
、
正
さ
れ
る
の
で
、　
一
般
的
な
政
策
、
教
育

政
策
と
深
い
関
聯
性
を
有
す
る
事
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
。　
一
九
一
八
年
三
月

，新
正
字
法

（
ロ
ン
ヤ
濡
の
字
母
を
簡
易
化
し
た
も
の
―
―
例
へ
ば
我
が
国
語

の
「ゑ
」
と

フ
え
」
を
一
つ
に
す
る
が
如
き
方
法
）
が
施
行
せ
ら
れ
た
が
、
之

は
国
語
教
育
に
は
勿
論
、
更
に
大
き
な
分
野
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。

雨
ｔ
て
同
年
十
月
十
六
日
に
は

「初
等
学
校
等
改
正
令
」
が
出
て
、
当
時
外

国
の
武
力
干
渉
を
受
け
な
が
ら
も
ソ
ビ
ェ
ー
ト
政
府
は
学
制
を
と
ヽ
の
へ
た
。

三
二
年
―
二
四
年
教
育
界
に
は
綜
合
的
教
育
法
な
る
教
育
方
法
が
主
張
さ
れ
、

実
地
教
育
に
力
を
入
れ
る
様
に
な
っ
た
。
ｔ
か
し
、
こ
の
教
育
方
法
は
、
時

恰
か
も
所
謂
ネ
ッ
プ
の
時
代
で
あ
り
、
ネ
ッ
プ
マ
ン
と
称
す
る
新
興
ブ
ル
ジ

ュ
ア
ジ
ー
階
級
が
生
じ
た
が
、
こ
の
階
級
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
イ
が
こ
の
教
育
方

法
に
反
映
し
ヽ

「学
校
は
職
業
教
育
の
場
」
で
あ
る
と
す
る
風
潮
に
代
っ
て

了
っ
た
。
ス
タ
ー
リ
ン
の
強
行
的
な
五
ケ
年
計
画
の
完
遂
の
後
に
も
た
ち
さ

れ
た
社
会
主
義
時
代
に
な
っ
て
こ
の
職
業
乃
至
実
地
教
育
偏
重
の
傾
向
は
ロ

シ
ヤ
共
産
党
中
央
執
行
委
員
会
の
一
連
の
決
議
、
特
に
一
九
三
一
年
九
月
五

日
附

「初
等
中
等
学
校
に
つ
い
て
」
及
び
一
九
三
二
年
八
月
十
五
日
附
、

「初
中
等
学
校
に
於
け
る
教
科
書
過
程
に
つ
い
て
」

に
依
っ
て
批
判
さ
れ
、

改
め
ら
れ
た
。
国
語
教
育
は
職
業
教
育
偏
重
時
代
に
は
余
り
重
要
視
さ
れ
な

か
つ
た
が
、
こ
の
二
つ
の
決
議
に
依
っ
て
漸
く
そ
の
地
位
を
確
立
し
、
今
日

ソ
ビ
一
―
卜
に
見
ら
れ
る
国
語
教
育
の
組
織
と
方
漁
を
得
た
の
で
な
つ
た
。

一
九
三
一
年
の
決
議
は
、
諸
科
学
の
基
礎
を
よ
く
修
得
し
て
ゐ
る
完
全
な

学
問
あ
る
人
間
を
養
成
す
る
の
が
初
等
中
等
学
校
の
目
的
で
あ
る
と
云
ひ
、

国
語
教
育
に
こ
の
目
的
を
達
す
る
た
め
の
、
諸
科
学
を
正
し
く
理
解
す
る
た

め
の
基
礎
と
し
て
の
地
位
を
与
へ
て
ゐ
る
。　
更
に
一
九
三
二
年
の
決
議
は

「国
語
の
授
業
の
計
画
は
実
際
に
体
系
的
な
、
雨
し
て
正
確
に
、
規
定
さ
れ

た
範
囲
の
知
識
の
習
得
を
保
証
し
、
ま
た
同
じ
く
、
正
し
い
読
み
方
、
書
き

方
お
よ
び
話
し
の
言
葉
の
確
実
な
習
熟
の
摺
得
を
保
証
し
、
ま
た
教
室
に
於

て
む
家
庭
に
於
て
も
自
主
的
に
文
字
を
書
く
作
業
や
文
法
的
に
解
剖
す
る
事

等
を
生
徒
の
学
習
の
作
業
の
実
践
に
引
き
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
云

ち
て
ゐ
る
。
然
ら
ば
、
今
日
ソ
ビ
ュ
ー
ト
に
於
て
は
実
際
上
こ
の
決
議
に
依

っ
て
如
何
に
国
語
教
育
が
行
は
れ
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
か
。

ソ
ビ
ュ
ー
ト
で
は
高
等
、
専
門
、
大
学
等
上
級
学
校
へ
の
入
学
資
絡
が
与

へ
ら
れ
る
ま
で
の
教
育
過
程
を
十
学
年
級
に
分
か
っ
て
ゐ
る
が
、
先
ず
一
年

．
級
―
四
年
級
の
初
等
学
校
過
程
の
学
校
で
は
、
国
語
教
育
の
為
に
全
授
業
時

間
の
四
〇
％
以
上
が
費
さ
れ
て
ゐ
る
。
詳
し
く
云
へ
ば

．

都
市
の
初
等
学
校
　
　
郡
部
の
初
等
学
校

全

授

業

時

間

　

一二
、
二
五

　

　

一二
、
二
〇
二

国
語
の
授
業
時
間
　
　
一
、
三
三
二
　
　
　
　
一
、
三
七
二

一　
学
　
年

級
　
　
　
一二
九
二
　
　
　
　
　
一二
九
二

一一　
学

年

級
　
　
　
一二
九
二
　
　
　
　
　
一二
九
二

〓
一　
学
　
年
　
級
　
　
　
　
一一七
四
　
　
　
　
　
　
一
一九
四

四
　
学
　
年
　
級
　
　
　
　
一一七
四
　
　
　
　
　
　
一
〓
全
一

各
学
年
級
の
授
業
計
画
は
読
み
方
、
作
文
、
文
法
、
書
き
方

（文
字
の
綴
り



を
正
し
く
書
く
練
習
）
に
分
が
っ
て
行
は
れ
て
ゐ
る
。
然
し
、
上
述
の
順
序

が
必
ず
し
も
、
授
業
の
優
先
を
示
す
も
の
で
は
な
ぐ
、
凡
て
の
国
語
の
各
部

門
の
授
業
は
相
互
に
関
硫
を
保
っ
て
０
み
各
部
門
の
授
業
の
目
的
が
達
せ
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
更
に
初
等
学
校
国
語
教
育
の
最
終
凰
的
た
る
処
の
、
生
徒

の
議
嘔彙
を
豊
富
に
し
、
自
己
の
思
想
感
情
を
正
し
く
表
現
す
る
能
力
、
言
葉

を
正
確
に
繰
る
事
を
可
能
に
す
る
こ
と
は
上
述
の
各
部
門
の
授
業
の
中
に
同

時
に
入
っ
て
来
べ
き
も
の
で
あ
る
と
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
雨
し
て
授
業
の
運
営

は
勿
諭
国
語
教
師
の
責
任
の
上
に
課
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
正

し
い
運
営
の
た
め
に
「
生
徒
の
作
っ
た
作
文
に
対
し
て
特
別
な
注
意
を
払
ふ
一

。事
ヽ
教
室
で
の
叉
家
庭
で
の
練
習
問
題
を
撰
ぶ
場
合
に
特
に
面
白
い
。
教
育

的
価
値
の
あ
る
も
の
を
採
る
様
注
意
す
る
こ
と
等
が
国
語
教
師
に
要
請
さ
れ

て
い
る
っ
ツ
ピ
一
ト
ト
政
府
は
そ
の
授
業
の
為
に
一
年
級
―
イ
ロ
な
読
本
二

冊
、
国
語
読
本
巻
一
一　
一
一年
級
―
国
語
読
本
巻
二
・、
ロ
シ
ヤ
話

初^
歩
的
文

法
）巻
二
、　
三
年
級
「
国
語
訪
本
巻
三
、
ロ
シ
ヤ
語
巻
二
、　
四
年
級
―
国

′
語

読
本
巻
四
、
ロ
シ
ヤ
語
巻
三
を
欄
版
し
て
ゐ
る
。
之
を
要
す
る
に
ツ
ピ
ュ
ー

ト
‘に於
け
る
初
等
学
校
で
の
国
語
教
育
は
読
み
書
ぎ
に
摺
熟
せ
し
め
、
生
徒

の
■
願
、
記
述
に
依
る
日

‥己
の
感
情
、
思
想
の
発
展
の
能
力
を
伸
ば
し
、
文

本
の
基
礎
知
識
を
随
時
事
へ
る
事
を
そ
の
目
的
と
し
て
ゐ
る
。

五
年
級
に
始
ま
る
中
等
学
校
過
程
で
は
国
語
教
育
は
文
法

（形
態
論
、
文

章
諭
ヽ
綴
字
法
、
旬
読
点
法
）

作
文
（
口
頭
及
び
記
述
に
依
る
表
現
能
力
の

養
成
）

読
本
（文
学
作
品
の
読
解
）
に
分
か
た
れ
て
授
業
が
行
は
れ
、
初
等

学
校
に
比
し
て
文
法
の
授
業
に
よ
り
多
く
の
注
意
が
注
が
れ
、
読
本
に
於
て

は
文
学
に
対
す
る
鑑
賞
力
を
順
次
養
成
す
る
様
に
な
っ
て
ゐ
る
。
之
等
の
中

等
学
校
に
於
け
る
国
語
教
市
の
二
部
門
の
授
業
蔽
別
々
な
も
の
で
な
く
相
関

聯
し
て
行
は
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
は
初
等
学
校
に
於
け
る
場
合
と
同
じ

で
あ
る
が
、
こ
の
点
を
強
調
し
つ
ヽ
、　
一
九
三
八
年
の
中
央
委
員
会
の
決
定

は
中
等
学
校
国
語
教
育
を
大
要
次
の
如
く
定
義
づ
け
て
ゐ
る
。
即
ち
、
国
語

教
師
は
生
徒
の
年
令
に
応
じ
た
型
式
に
於
て
言
語
の
科
学
の
真
の
基
礎
を
与

へ
る
様
に
す
る
事
、
文
法
の
学
習
に
際
し
て
は
部
分
的
に
意
味
論
的
方
面
に

特
別
な
注
意
を
払
ひ
、
生
徒
に
言
語
学
習
に
際
し
て
は
■
己
の
思
想
力
を
発

展
せ
し
め
、
二
つ
正
確
に
そ
れ
を
表
現
す
る
事
が
出
来
ち
様
に
指
導
し
つ
ヽ
、

ロ
シ
ヤ
語
の
偉
大
な
教
化
的
説
得
的
な
力
を
認
識
さ
せ
叉
利
用
し
う
る
様
に

す
る
こ
と
、
更
に
か
や
う
な
ロ
シ
ヤ
語
は
永
い
歴
史
的
発
展
の
結
果
で
あ
る

事
即
ち
ロ
シ
ャ
語
１
国
語
の
歴
史
を
知
ら
し
め
る
こ
と
、
か
く
し
て
之
等
を

‐
文
学
作
品
の
鑑
賞
を
通
じ
て
行
ひ
、
言
語
の
科
学
的
な
見
方
と
、
言
語
の
芸

術
的
な
力
と
を
自
己
の
思
想
感
情
の
表
現
能
力
を
伸
ば
す
こ
と
に
利
用
せ
し

め
る
様
指
導
す
る
に
あ
る
。
こ
れ
が
た
め
に
中
等
学
校
に
於
け
る
国
語
の
時

間
は
都
会
及
び
郡
部
の
学
校
を
通
じ
て
一
週
間
に
、
五
年
級
は
十
時
間
、
六

年
級
八
時
間
、
七
年
級
六
時
間
が
割
当
て
ら
れ
て
居
り
、
こ
れ
が
た
め
に
編
・

纂
さ
れ
て
ゐ
る
教
科
書
は
、
五
年
級
１
国
文
学
読
本
巻
五
、
●
シ
ヤ
語
文
法

第
一
部

形^
態
論
）、
大
年
級
１
国
文
学
読
本
巻
六
、
ロ
シ
ヤ
語
文
法
第
二
部

（文
章
論
）綴
り
方
練
習
問
題
集
、
七
年
級
卜
国
文
学
読
本
巻
七
等
で
あ
る
。

要
す
る
に
ソ
ビ
ュ
ー
ト
に
於
け
る
中
等
学
校
国
語
教
育
は
生
徒
に
国
語
の
意

義
に
つ
い
て
、
そ
の
文
法
組
織
に
つ
い
て
、
そ
の
語
彙
の
豊
富
さ
に
つ
い
て
、

そ
の
歴
史
の
最
も
重
要
な
諸
段
階
に
つ
い
て
明
確
な
概
念
を
与
へ
る
事
を
主

な
目
的
と
し
、
生
徒
の
自
己
の
思
想
感
情
の
表
現
能
力
を
伸
ば
し
、
夏
に
国

文
学
鑑
賞
の
基
礎
的
知
識
を
与
へ
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
ゐ
る
。

以
上
七
年
殺
ま
で
が
教
育
義
務
年
限
で
あ
る
が
、
更
に
高
等
専
門
大
学
等



の
諸
学
校
に
入
る
に
は
八
年
級
―
十
年
級
の
過
程
を
ふ
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
上
級
の
中
学
校
で
の
国
語
教
育
は
主
と
し
て
国
文
学
と
し
て
の
授
業
で

あ
り
、
国
文
学
の
歴
史
、
作
家
論
を
編
述
し
た
教
科
書
国
文
学
１
七
年
級
用

一
巻
、
古
代
よ
リ
ビ
ー
ゴ
リ
（
十
九
世
紀
三
十
年
代
）
ま
で
、
八
年
級
用

一
巻
、

ベ
リ
ン
ス
キ
ー
（
十
九
世
紀
四
十
年
代
）
よ
リ
チ

ュ
ホ
フ
（
九
十
年
代
）
ま
で
、

十
年
級
用

一
巻
、
現
代
ソ
ピ

ュ
ー
ト
文
学
（
ゴ
ー
リ
キ
イ
よ
り
現
代
ま
で
）―

と
、　
之
と
合
せ
て
読
ま
れ
る
様
に
編
集
さ
れ
た
国
文
学
読
本
巻
八
、
九

（第

一
部
、
第
二
部
）
十
、
と
が
こ
の
過
程
の
教
科
書
組
織
で
あ
る
。
雨
し
て
此

の
過
程
は
国
語
授
業
の
た
め
に
各
学
年
週
五
時
間
が
割
当
て
ら
れ
て
ゐ
る
。

既
に
処
々
に
於
て
部
分
的
に
触
れ
て
置
い
た
積
り
で
あ
る
が
、
ソ
ビ
ュ
ー

ト
の
国
語
教
育
の
方
法
論
的
研
究
の
成
果
は
、
多
年
に
汎
る
経
験
と
改
正
を

経
た
も
の
で
、
今
日
な
ほ
種
々
な
新
し
い
試
み
が
な
さ
れ
て
ゐ
る
。
因
み
に

ソ
ご
■
―
卜
で
は

「国
語
教
育
」
な
る
全
国
的
な
国
語
教
師
用
の
専
門
誌
が

あ

‐
り
、
こ
の
誌
上
に
毎
号
新
な
る
国
語
に
関
す
る
教
育
法
の
研
究
発
表
が
行

は
れ
、
授
業
上
の
経
験
が
述
べ
ら
れ
、
実
際
授
業
に
於
て
、
又
教
科
書
に
於

＾
で
生
す
る
質
疑
応
答
が
掲
載
ざ
れ
て
ゐ
る
。
今
そ
れ
ら
の
試
み
を

一
々
述
ベ

て
み
る
紙
面
は
な
い
が
例

へ
ば
綴
字
法
の
授
業
に
於
て
、
教
室
の
教
科
書
か

ら
は
な
れ
て
、
生
徒
に
注
意
し
て
転
写
さ
せ
る
、
単
語
を
解
剖
し
て
説
明
す

る
、
予
告
し
て
あ
る
文
章
を
書
販
さ
せ
る
等
の
方
法
が
如
何
な
る
成
果
を
収

め
た
か
ゞ
述
べ
ら
れ
た
り
し
て
ゐ
る
。
国
語
教
育
教
授
方
法
に
関
し
て
は
今

日
ン
ピ
ュ
ー
ト
で
は

一
般
に
、
初
等
の
読
み
書
ぎ
の
手
ほ
ど
き
、
音
韻
組
織

の
教

へ
方
に
於
て
、
分
析
Ｉ
綜
合
の
方
法
が
強
調
さ
れ
、
文
法
の
教
授
法
に

一聡
で
意
味
論
的
側
面
に
注
意
し
、
歴
史
主
義
的
要
素
を
と
り
入
れ
、
綴
字
法
、

句
読
点
法
に
か
な
り
の
時
間
を
か

，け
る
こ
と
等
が
多
く
主
表
さ
れ
て
ゐ
る
様

に
見
受
け
ら
れ
る
。

最
後
に
ソ
ピ
ュ
ー
ト
同
盟
に
於
け
る
非
ロ
シ
ャ
人
初
等
、
沖
等
学
校
に
於

け
る
ロ
シ
ヤ
語
教
育
の
問
題
を
簡
単
に
述
べ
て
置
く
。
帝
政
ロ
シ
ヤ
の
時
代

に
は
一
八
七
〇
年
当
時
の
文
部
省
が
表
明
し
た

「我
が
国
の
領
土
に
住
ん
で

な
る
異
民
族
の
教
育
の
最
終
目
的
は
、勿
論
彼
を
ロ
シ
オ
化
し
、
ロ
シ
ヤ
民
族

ど
融
合
せ
し
め
る
事
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
教
育
方
針
に
依
っ
て
、

国
語
教
育
は
非
一
シ
ヤ
民
族
を
ロ
シ
ヤ
化
し
、
ロ
シ
ヤ
民
族
と
融
合
せ
し
め

る
強
力
な
武
器
、
他
民
族
圧
迫
の
有
効
手
段
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
た
。
実
際
、

ウ
ク
ラ
イ
ナ
、
自
ロ
シ
ヤ
、
ポ
ー
ス
ン
ド
等
比
較
的
多
数
の
人
口
を
有
し
、

独
立
性
の
強
い
民
族
に
さ
へ
、
各
民
族
語
に
依
る
教
育
は
全
然
許
さ
れ
て
ゐ

な
か
っ
た
。
ソ
ビ
■
―
卜
に
な
っ
て
か
ら
こ
れ
ら
の
被
圧
迫
民
族
は
自
主
独

立
を
許
さ
れ
、
自
国
語
に
依
る
教
育
を
始
め
た
が
、
各
民
族
共
和
国
自
治
共

和
国
内
に
於
け
る
学
校
で
は
そ
の
設
立
の
当
初
よ
り

，
シ
ヤ
話
を
必
須
科
目

ど
定
め
た
。
之
れ
は
帝
政
時
代
に
於
け
る
が
如
き
圧
制
的
な
も
の
で
な
く
、

レ
ー
ニ
ン
が
一
九
一
三
年
に
書
い
て
ゐ
る
論
文

「言
語
に
つ
い
て
の
・自
由
主

義
と
民
主
々
義
」
の
中
で
「経
済
的
な
提
携
の
必
要
性
は
、
常
に
同
一
国
家
内

に
住
ん
で
ゐ
る
諸
民
族
（彼
等
が
共
に
住
ま
う
と
欲
し
て
ゐ
る
間
だ
け
だ
が
）

が
多
数
民
族
の
用
ひ
る
言
語
を
学
ば
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
云
ふ

意
見
を
基
に
し
て
、
共
産
党
が
指
導
し
た
も
の
で
あ
る
と
云
は
れ
て
ゐ
る
。

然
し
、
ネ
ツ
プ
及
び
そ
れ
に
続
く
時
代
に
於
て
、
各
共
和
国
汲
び
自
治
共
和

国
は
新
興
ブ
ル
ジ
ア
ジ
ー
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
イ
を
反
映
し
て
、
自
国
内
の
学
校

に
於
け
る
ロ
シ
ヤ
語
の
授
業
を
全
廃
し
て
了
っ
た
。
ス
タ
ー
リ
ン
の
五
ケ
年

計
画
及
び
そ
の
後
０
社
会
主
義
時
代
に
入

，
て
、
実
際
的
に
ロ
ン
ヤ
話
の
修

得
が
全
同
盟
の
人
々
に
２
っ
て
必
要
■
な
っ
た
諸
条
件
が
生
じ
た
時
、
前
述



の
様
な
ロ
シ
ヤ
語
を
各
共
和
国
が
廃
止
す
る
考
へ
方
は
各
共
和
国
間
の
同
胞

的
関
係
を
失
は
じ
め
、
社
会
主
義
文
化
の
建
設
を
阻
害
す
る
も
の
で
あ
る
と

し
て
ヽ
党
中
央
執
行
委
員
会
は
各
共
和
国
、
自
治
共
和
国
政
府
に
マ
ン
ヤ
語

を
初
等
、
中
等
学
校
の
必
須
科
目
に
す
る
様
要
求
し
た
。
即
ち
一
九
三
八
年

の
決
議
が
そ
れ
で
あ
っ
て
、
之
の
決
議
に
依
っ
て
、
非
ロ
シ
ヤ
入
学
校
の
ロ

シ
ヤ
語
教
育
の
プ
ラ
ン
が
今
日
の
如
く
定
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

即
ち
、
非
ロ
シ
ヤ
人
初
等
学
校
の
卒
業
生
は
簡
単
な
日
常
会
話
の
出
来
る

程
度
の
ロ
ン
ヤ
語
の
語
彙
、
彼
等
の
生
活
環
境
を
表
現
し
う
る
程
度
の
ロ
シ

ヤ
語
の
語
学
力
、
基
礎
的
な
ロ
シ
ヤ
語
の
読
み
書
き
が
出
来
る
程
度
の
能
力

を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
事
に
な
っ
て
ゐ
る
。
而
し
て
、
此
等
の
教
育
を
行
ふ

た
め
の
時
間
数
は
、
二
年
級
週
二
時
間
、
三
、
四
年
級
週
五
時
間
づ
ゝ
で
あ

る
。
下
級
の
中
等
学
校
（七
年
級
ま
で
）
の
卒
業
生
は
自
由
に
且
つ
正
し
く
ロ

シ
ヤ
語
で
自
己
の
思
想
感
情
を
目
頭
並
び
に
記
述
に
依
っ
て
表
す
こ
と
が
出

来
、
そ
の
年
令
に
相
応
し
た
内
容
の
ロ
ン
ヤ
語
の
原
書
を
自
力
で
利
用
す
る

こ
と
が
出
来
、　
ロ
シ
ャ
語
の
文
法
、
文
章
法
の
基
礎
的
知
識
及
び
若
干
の
ロ

シ
ヤ
文
学
の
知
識
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
に
な
っ
て
み
る
。
こ
の
過
程
に

於
け
る
ロ
シ
ヤ
語
の
た
め
の
授
業
時
間
数
は
五
年
級
よ
り
七
年
級
ま
で
通
じ

て
、
各
週
六
時
間
で
あ
る
。
更
に
非
ロ
シ
ヤ
人
上
級
中
等
学
校
に
於
て
は
、

ロ
シ
ヤ
人
の
上
級
中
等
学
校
と
異
っ
て
八
年
級
よ
り
十
年
級
ま
で
引
続
き
、

ロ
シ
ヤ
語
の
授
業
が
行
は
れ
、
充
分
な
ロ
シ
ヤ
語
の
能
力
を
完
成
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
し
、
叉
ロ
ン
ヤ
文
学
の
過
程
も
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
事
に
な
っ

て
ゐ
る
。

授
業
の
実
際
上
の
運
営
は
初
等
学
校
で
は
、
会
話
の
能
力
の
増
進
、
読
本
ヽ

綴
り
方
に
分
け
て
行
は
れ
、
下
級
中
等
学
校
で
は
、
会
話
作
文
、
読
本
、
文

法
及
び
綴
字
法
、
上
級
中
等
学
校
で
は
会
話
作
文
及
び
自
力
で
の
読
書
、
文

法

（綴
字
法
及
び
句
読
点
法
を
含
む
）
に
分
け
て
行
は
れ
て
ゐ
る
。
教
科
書

は
聯
邦
及
び
各
自
治
、
民
族
共
和
国
に
於
て
、
各
民
族
語
に
依
る
多
ぐ
の
教

科
書
の
編
纂
と
並
ん
で
ロ
シ
ヤ
の
各
学
年
用
の
教
科
書
が
編
纂
さ
れ
、
既
に

三
九
年
に
は
一
六
五
種
に
及
び
、
更
に
そ
の
後
教
科
書
併
用
の
辞
書
、
壁
掛

用
の
文
法
対
照
表
等
が
出
版
さ
れ
て
ゐ
る
。

非
ロ
ン
ヤ
人
初
等
、
中
等
学
校
に
於
け
る
ロ
シ
ヤ
語
の
教
育
は
、
特
有
な

文
字
を
持
た
な
い
為
に
ラ
テ
ン
文
字
を
借
用
し
て
ゐ
た
弱
小
民
族
に
あ
っ
て

は
そ
れ
を
ロ
シ
ヤ
語
の
字
母
に
あ
ら
た
め
た
こ
と
に
依
っ
て
非
常
に
容
易
に

な
っ
た
。
か
く
し
て
、
今
や
ソ
ビ
ュ
ー
ト
で
は
ロ
シ
ヤ
語
教
育
は
各
民
族
間

の
共
有
の
言
語
、
民
族
相
互
間
の
友
愛
、
団
結
を
強
め
る
手
段
と
し
て
解
せ

ら
れ
て
ゐ
る
。

ソ
ビ
ュ
ー
ト
同
盟
に
於
て
は
国
語
教
育
１
ロ
シ
ヤ
語
教
育
は

「共
産
主
義

の
理
想
を
達
成
し
、
高
い
文
化
を
築
き
上
げ
る
た
め
の
最
も
重
要
な
教
科
の

一
つ
」
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
―
神
戸
外
国
語
大
学
助
教
授
―




